
71 
 

第３章 まちづくりの基本⽅針 

３−１．まちづくりの基本理念と将来像 
本町のまちづくりの基本⽅針として、上位計画である「第５次基⼭町総合計画」に⽰

される「基本理念」と「基⼭町がめざす将来像」、「まちづくりの⽅向性」を踏襲します。 
３−１−１．まちづくりの基本理念 

これまで基⼭町において基本理念は、第１次総合計画から今⽇までめざすべきまち
づくりの⽅向として、安易に変更するものではなく、将来においても維持されるべき
性質のものとして位置づけられ、時代の潮流を踏まえた新たな視点を付加しながら掲
げられてきました。 

都市計画マスタープランにおいても、基⼭町がこれまで⼤切にしてきた精神として、
基本理念はそのまま継続します。 

将来像は、まちづくりの基本理念を踏まえ、基⼭町の誇りである「アイ」を⼤切
に、住む⼈にも訪れる⼈にも満⾜度 NO.１のまち基⼭をめざします。 
  

⻘字：前回計画を引き継いだ内容 

総合計画での基本理念（都市計画マスタープランの基本理念） 

総合計画での基本構想（都市計画マスタープランの基本構想） 
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３−１−２．基⼭町がめざす将来像 
基⼭町は、昔ながらのあたたかい地域性の残るまちです。これを最⼤限に⽣かし、

これからの基⼭町は、今を⽣きる全ての世代に⼼をつくし、⼤切に育ててゆくことが
重要です。基⼭町で暮らすステイタスは、基⼭町という⼤家族のもとで、⼼豊かに暮
らせること。⽣まれたての⾚ちゃんから、わんぱくに駆け回る⼦どもたち、基⼭の明
⽇を担う可能性あふれる学⽣たち、懸命に働く⼤⼈たち、⼦どもとともに成⻑する⼦
育て層、経験値溢れるシニア層、豊かな余暇を送る⾼齢者、その全ての⼈々が互いに
⼼を通わせ合うことのできるまちをめざします。 

また、基⼭町に訪れた⼈たちにも、⼼を込めたおもてなしをつくし、住む⼈にも訪
れる⼈にも満⾜度 No.1 のまち基⼭を実現していきます。 

そのためにも、基⼭町の魅⼒を効果的に発信することで、基⼭町に暮らす⼈々が誇
りをもち、訪れる⼈を引きつけるシティプロモーションによってまちを総合的にプロ
デュースしていきます。 
  

総合計画での将来像（都市計画マスタープランの将来像） 
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３−１−３．まちづくりの⽅向性 
第 5 次基⼭町総合計画では、基本理念と基⼭町のめざす素将来像を実現するため、

「まちづくりの⽅向性（基本計画）」を定めています。 
 

 
 

  

総合計画でのまちづくりの⽅向性（基本計画） 
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このうち、都市整備に関する⽅向性を都市計画マスタープランの⽅向性とします。 
都市整備の⽅向性 

➀⾃然＋idea 

⾃然と⾝近にふれあえる環境を保全し、⾃然との共⽣を図りつ
つ、産業⽤地や住宅⽤地確保のための取組を⾏い、新たな雇⽤創
出や定住⼈⼝増を繋げます。 
併せて、安⼼で安全に通⾏できる交通基盤の整備と、交通の要衝
としての強みを活かし、町内の移動ニーズに応じた交通体系の構
築を⽬指します。 

②教育＋idea 
史跡、⽂化財等を地域資源として保全・活⽤したまちづくりを⾏
います。 

③にぎわい＋idea 

農地を地域で適正に維持管理し、収益性の⾼い農業をめざしま
す。利便性の⾼い地域特性を活かし、地域に根ざした未来を担う
企業誘致をめざし、⼈⼝増加やにぎわいに繋げます。基⼭駅周辺
などを中⼼に都市機能の充実を図り、活気ある環境づくりをめざ
します。 

④安⼼安全＋idea 
すべての⼈が安全・安⼼・快適に暮らせるまちづくりをめざしま
す。 

⑤協働＋idea 単独⾃治体として運営可能な財政基盤の確⽴をめざします。 
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３−２．将来⼈⼝ 
全国的に⼈⼝減少が進む中、本町の⼈⼝も平成 12 年をピークに減少傾向にありました

が、平成 28 年より実施している移住定住施策によって横ばいに転じています。 
「基⼭町⼈⼝ビジョン（令和２年４⽉改訂）」では⼈⼝動向や将来⼈⼝推計の分析結

果を踏まえ、住宅施策、空き家対策等⼈⼝増施策に取り組むことで、2040 年の⽬標⼈⼝
を 17,380 ⼈としています。 

基⼭町の良さでもある豊かな⾃然環境を維持しつつ、町内の拠点となる箇所に必要な
機能や⼈⼝集積を図り、集落と拠点を地域公共交通でつなぐなど、⽬標値を達成するた
めの事業や施策を展開していきます。 

  

⼈⼝ビジョンにおける基⼭町の⼈⼝推計 
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３−３．都市整備の⽅向性 
➀⾃然＋idea 

・駅周辺の⾼度利⽤や市街化区域の農地や低・未利⽤地の活⽤とともに、利便性の⾼
い箇所にある農地の秩序ある転⽤を⾏い、以下の⽤地の確保を図ります。 
〇将来の⽬標⼈⼝を受け⼊れるための住宅⽤地 
〇交通の要衝であり需要が⾼い産業⽤地 

・⼦どもたちが安全に遊べる⼭、ホタルが⾶び交う⽔辺など基⼭町の⾃然とふれあう
環境を守り、⾃然との共⽣に取り組みます。 

・基⼭町公共下⽔道全体計画に沿った事業推進を⾏います。 
・低炭素社会に適応した循環型の暮らしを実現するため、バイオマスや太陽光発電な
どの新エネ・省エネ対策に取り組みます。 

・交通の拠点となる駅周辺や⾼速基⼭ PA を基⼭の顔となる拠点づくりを⾏います。 
・交通の要衝地であり、町外への交通網は充実している反⾯、町内の交通網は脆弱で
あるため、移動ニーズに応じた交通体系を構築します。 

・⽣活道路における安全性・快適性を確保するため、歩⾏者、⾃転⾞を含めた⽣活道
路の整備を図ります。 

②教育＋idea 
・まちの貴重な⽂化財（⽂化遺産）を保全・活⽤することで、基⼭が誇る⽂化や歴史
を広く情報発信します。 

③にぎわい＋idea 
・担い⼿農家や認定農業者、農業経営に意欲のある農業者に対して農地集積を推進し、
農業の維持管理の強化を図ります。 

・調整区域内の農地をフル活⽤し、農産物のブランド化や６次産業化の推進を図りな
がら、魅⼒ある農業や特産品の販路開拓を推進します。 

・交通利便性のよい箇所や既存の⼯業団地を補完する箇所については、企業誘致を図
るために産業⽤地の拡⼤に努めます。 

・空き店舗を活⽤するなどし、基⼭駅周辺の中⼼市街地の活性化を図ります。 
④安⼼安全＋idea・ 

・⾼齢者をはじめ、すべての町⺠にとって暮らしやすいよう、ハード及びソフトの物
⼼両⾯からのユニバーサルデザインによるまちづくりに取り組みます。 

・近年の犯罪の多様化に対応するため、関係機関や地域⼀体となった防犯活動を⾏い
ます。 

・地震や豪⾬などの⾃然災害に備えるため、ハード・ソフト両⾯から災害対策を推進
します。  
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⑤協働＋idea 
・単独⾃治体として運営可能な財政基盤確⽴のため、公共施設などの整備は、公共施
設等総合管理計画において⼀体的な⽅向性を明確化するとともに実施計画に基づき計
画的な整備を図ります。 
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３−４．将来のまちの姿 
３−４−１．将来のまちの姿の考え⽅ 

今後、たとえ⼈⼝が減少しても基⼭町が⾃⽴して歩み続けていける「持続可能なまち
づくり」を描くとき、基⼭町の貴重な財産である⾃然や歴史・⽂化を活かしつつ、拠点
となる箇所に必要な機能や⼈⼝集積を図り、集落と拠点を地域公共交通でつなぐことが
⼤切です。 

基⼭町は佐賀県の東の⽞関⼝で、福岡都⼼までわずか 20 分と⾮常に⽴地に恵まれてお
り、九州内交通の基幹となる国道３号や JR ⿅児島本線、⾼速バス停など九州の陸上交通
の要衝地であるとともに、佐賀県内で初めて国の特別史跡に指定された⽇本を代表する
「基肄城跡」があり、ホタルが⾶び交う川といった豊かな⾃然環境があります。 

このため、将来像の実現と都市整備の⽅向性に基づき、町域をいくつかの⼟地利⽤等
まとまりがあるゾーンに分け、都市と⾃然との共⽣を図りながら、それぞれが有機的に
機能するまちづくりを推進します。 

将来のまちの姿は、拠点、軸、ゾーンの３つで構成します。 
 

（１）拠点 
●都市機能や基⼭町の歴史・⽂化・産業が集積し、⼈々の活発な交流を図る地区 

（２）軸 
●町内外の交流や結びつきを強めるネットワークを形成する道路や鉄道、河川沿い 

（３）ゾーン 
●⼟地利⽤等のまとまりや共通の特性を持つ場所 
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３−４−２．将来のまちの姿 
（１）拠点 

中⼼⽣活拠点 

●基⼭町の中⼼拠点として商業や業務施設の集積を⽬指し、⽇常的
に必要な機能を提供する場 

⽴地適正化計画における基⼭駅周辺都市機能誘導区域周辺を中⼼⽣
活拠点に位置付け、商業や業務施設の集積を図ることによって、⽇
常的に必要な機能を提供していきます。 

⾏政機能拠点 

●⾏政サービス、福祉等の機能集積を活かし、⽂化性の⾼い環境を
提供する場 

基⼭町役場、保健センター、町⺠会館周辺を⾏政機能拠点とし、⾏
政サービス、福祉等の機能集積を活かし、質の⾼い⾏政サービス等
を提供していきます。 

⽂化交流拠点 

●多世代が集まる機能の集積を活かし、世代を超えた学びと交流を
提供する場 

基⼭町⽴図書館、基⼭⼩学校、基⼭中学校、基⼭中央公園、基⼭町
福祉交流館、基⼭町多世代交流センター憩の家周辺を⽂化交流拠点
とし、多世代が集まる機能集積を活かし、世代を超えた学びと交流
を提供していきます。 

⽣活交流拠点 

●⾝近な商業施設の⽴地を⽬指し、周辺住⺠に利便性の⾼い環境を
提供する場 

JR けやき台駅周辺を⽣活交流拠点とし、⾝近な商業施設の⽴地を
⽬指すことで、周辺住⺠に利便性の⾼い環境を提供していきます。 

広域交通拠点 

●町の広域的な⽞関⼝として、九州各地への⾼いアクセス環境を提
供する場 

JR 基⼭駅と⾼速基⼭停留所を広域交通拠点に位置付け、鉄道や⾼
速バスによって九州各地にアクセスできる環境を提供していきま
す。 
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（２）軸 

広域交通軸 

●町内外の拠点を相互につなぎ、⼈やモノの交流を促し活⼒を⾼め
る軸 

本町を南北に貫く九州⾃動⾞道と国道 3 号、県道久留⽶基⼭筑紫野
線と JR ⿅児島本線及び⽢⽊鉄道線を広域交通軸とし、⼈やモノの
交流を促し、活⼒を⾼めていきます。 

主要交通軸 

●町内の拠点や市街地エリアにアクセスし、町全体の活⼒を⾼める
軸 
中⼼⽣活拠点から⾏政機能拠点、地域⽣活拠点、広域交通拠点（⾼
速基⼭停留所）をそれぞれ結ぶ道路を主要交通軸とし、魅⼒ある市
街地エリアとしての活⼒を⾼めていきます。 
その他町内各所を結ぶ幹線道路についても、主要交通軸に準じる路
線として、町内全体の活⼒を⾼めていきます。 

⾃然交流軸 
●丘陵地や農地と市街地をつなぎ、町全体に潤いをもたらす軸 
本町を流れる秋光川、実松川、⾼原川、関屋川、⼭下川や九州⾃然
歩道等を⾃然交流軸とし、交流を促し、魅⼒を⾼めていきます。 

 
（３）ゾーン 

市街地ゾーン 
●良好な住環境と店舗によって形成される市街地 
快適な住環境や商業、業務機能を維持することによって、利便性の
⾼い市街地環境を形成していきます。 

産業ゾーン 
●⼯場・流通の集積により町内外の雇⽤と経済発展を⽀える場 
⼯場や流通機能の集積を促すことによって、町内外の雇⽤と経済発
展を⽀える環境を形成していきます。 

⽥園環境ゾーン 
●農地とそれに付随ずる集落環境を維持する場 
農地や緑地を保全し、無秩序な開発を抑制しながら既存の集落環境
を維持していきます。 

森林環境ゾーン 
●⾃然豊かな⼭間地域 
脊振⼭系の良好な⾃然環境を保全するとともに、⾃然と歴史のふれ
あいの場として活⽤していきます。 

歴史⽂化ゾーン 

●町の歴史⽂化を後世に伝える場 
市街地ゾーンや⽥園環境ゾーンにおける景観に配慮しながら、歴史
資源を保全するとともにそれらを活⽤しながら町の歴史⽂化を多く
の⼈に感じてもらえる環境を形成していきます。 
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（将来都市構造図） 
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第４章 まちづくりの部⾨別⽅針 

４−１．部⾨別⽅針の体系 
「将来都市像」を実現するための全体構想として、「都市整備の⽅向性」に基づいて、以下のとおり部⾨毎に基本的な考え⽅と施策の概要を⽰します。 

 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

将来 
都市像 

住
む
⼈
に
も
訪
れ
る
⼈
に
も
満
⾜
度   

の
ま
ち
基
⼭
の
実
現 

No.1 

都市整備の⽅向性 

●⾃然と⾝近にふれあえる環境を
保全し、⾃然との共⽣を図りつ
つ、産業⽤地や住宅⽤地確保の
ための取組を⾏い、新たな雇⽤
創出や定住⼈⼝増に繋げます。 
併せて、安⼼で安全に通⾏でき
る交通基盤の整備と、交通の要
衝としての強みを活かし、町内
の移動ニーズに応じた交通体系
の構築を⽬指します。 

 
●史跡、⽂化財等を地域資源とし

て保全・活⽤したまちづくりを
⾏います。 

 
●農地を地域で適正に維持管理

し、収益性の⾼い農業をめざし
ます。 
利便性の⾼い地域特性を活か
し、地域に根ざした未来を担う
企業誘致をめざし、⼈⼝増加や
にぎわいに繋げます。 
基⼭駅周辺などを中⼼に都市機
能の充実を図り、活気ある環境
づくりをめざします。 

 
●すべての⼈が安全・安⼼・快適

に暮らせるまちづくりをめざし
ます。 

 
●単独⾃治体としての運営可能な

財政基盤の確⽴をめざします。 

部⾨ 基本的な考え⽅ 施策の概要 

⻘字：前回計画を引き継いだ内容 

⼟地利⽤・ 
市街地整備 

●⼈⼝増を受け⽌める質の⾼い居住空間の確保 
●広域的役割に応えるための産業拠点の充実 
●新しい農業の魅⼒づくり 

1 空き地・空き家の有効活⽤ 
2 ６次産業化の推進 
3 地区計画による宅地整備の検討 
4 農地集落の維持・活性化の推進 
5 町森林整備事業による森林の保全 
6 歴史的資源の保全 

交通体系 
●道路環境の整備・改善 
●基幹的な公共交通軸の形成 

1 道路の利便性と安全性の向上 
2 ⽼朽化した路⾯の舗装 
3 既存交通の維持・確保 
4 交通結節点の利便性強化 
5 新たなモビリティサービスの導⼊検討 

公園・緑地 
●緑地や⽔辺の環境保全 
●⾃然や歴史を⾝近に感じる都市空間の形成 

1 憩いの空間としての公園等の維持及び整備、⽣態系の保全 
2 市街地の背景となる緑の保全 
3 緑豊かな市街地の形成 

その他の 
都市施設 

●上下⽔道事業の推進 
●公共施設の維持,管理,更新 

1 公共下⽔道や合併処理浄化槽の整備 
2 上⽔道の安定供給 
3 公共施設の計画的な整備・更新 

防災・防犯 
●災害に強い都市空間の確保 
●防犯に配慮した施設の整備及び維持管理 

1 治⼭砂防施設の整備推進 
2 河川の浚湈や護岸⼯事の推進 
3 防犯灯や防犯カメラの維持管理 
4 ⾒回り活動や定期的なパトロールの強化 

都市環境・景観 ●基⼭らしさのあふれる景観の保全 
●景観資源を活かした⽣活空間づくり 

1 省エネルギー、再⽣可能エネルギーの推進による低炭素社会の実現 
2 基⼭町の歴史、⽂化が感じられる美しい都市景観の形成 

⼈にやさしい 
まちづくり ●バリアフリー化の推進 1 各種公共施設のバリアフリー化の推進 
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４−２．⼟地利⽤・市街地整備の⽅針 
基本的な考え⽅ 

本町は佐賀県が策定している「都市計画区域マスタープラン」において、「⿃栖基⼭
都市計画区域」に指定されています。基⼭町域は「市街化区域」と「市街化調整区域」
に区分されており、住宅系・商業系・⼯業系に属する７種類の⽤途地域が指定されてい
ます。今後も基⼭町の特性を⽣かしながら⼟地利⽤の保全、都市施設の整備・更新、市
街地開発事業の推進、地区計画の推進、都市環境の保全等を⾏うことで都市の将来像を
実現します。 

⼟地利⽤に関する⽅針は、それぞれのゾーンを⽤途に応じたエリアに分けて定めます。 
 
４−２−１．町全体の⼟地利⽤の⽅針 

都市と⽥園双⽅の魅⼒を有する本町の⼟地利⽤においては、⼭地や農地等の豊かな
緑を守りながら、それらと調和のとれたコンパクトで利便性の⾼い快適な市街地を形
成していく必要があります。そのため、市街化区域、市街化調整区域の区域区分を原
則的に継続しつつ、駅周辺や利便性の⾼い箇所で⼈⼝集積や産業⽤地としての活⽤を
図ることがふさわしいエリアや、６次産業化の推進により農業の魅⼒アップが図られ
るエリアについては、地区計画等の制度を活⽤して⽥園から都市的⼟地利⽤への転換
を図ります。 

➀⼈⼝増を受け⽌める質の⾼い居住空間の確保（新市街地エリア） 
「中⼼⽣活拠点」などの既成市街地の⾼密度化や、拠点に近く利便性の⾼い⽥園

地域の秩序ある転⽤などにより、⽬標とする⼈⼝を受け⼊れるための居住空間の確
保を図ります。 
②広域的役割に応えるための産業拠点の充実（産業振興エリア） 

交通の要衝地である地域特性を活かし、今後とも需要の増⼤が予想される産業⽤
地の確保を図ります。 
③新しい農業の魅⼒づくり（６次産業化推進エリア） 

農産物のブランド化や６次産業化の推進を図りながら、魅⼒ある農業や特産品の
販路開拓を推進するため、農産物を加⼯する⼯場等の誘致を推進します。 

 
 
  



86 
 

４−２−２．⼟地利⽤に関する⽅針 
市街地ゾーン 

住宅エリア 

○住居系⽤途を基本とした利便性の⾼い快適な住宅地を形成してい
くため、居住空間としての環境維持に配慮しながら、住宅と商
業、業務系⽤途の建物との共存を適正に誘導していきます。 

○空き地・空き家を有効に活⽤するほか、基⼭町地域優良賃貸住宅
の整備を推進することによって、移住定住の促進を図っていきま
す。 

商業業務エリア 

○店舗や事務所等が⽴地する JR 基⼭駅周辺と⾏政施設が集積する基
⼭町役場周辺、⼩規模な利便施設の集積を⽬指す JR けやき台駅周
辺は、それぞれの性質に応じた空間を形成するため、商業施設や
⾏政施設等の維持・誘導を図っていきます。 

○JR 基⼭駅周辺においては、⾼度な⼟地利⽤を図る⽬的から商業施
設や公共サービス機能と居住機能との複合的な機能の誘導を図っ
ていきます。 

沿道商業エリア 

○⾃動⾞による利⽤を⽬的とした商業施設が集積している国道３号
沿道は、引き続き沿道商業施設の充実を図っていきます。 

○住宅の⽴地を住宅エリア、商業業務エリアに誘導することによ
り、沿道商業エリアとしての環境維持を図っていきます。 

新市街地 
エリア 

○町内外からの⾼い宅地需要に対応するために、JR 基⼭駅や JR けや
き台駅の近隣に位置する市街化調整区域においては、地区計画に
よる宅地整備を検討します。 

○宅地整備に当たっては、良好な住環境の形成を⽬的として電線類
の地中化を検討していきます。 
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産業ゾーン 

産業エリア 

○効率的な事業活動ができる環境の形成はもとより、公害防⽌の観
点から周辺環境への影響を最⼤限に配慮し快適な産業空間を形成
していきます。 

○交通利便性が⾼く、⼯場や流通施設の需要が⾼い地区について
は、地域住⺠の意向も聞きながら周辺環境に配慮した地区計画の
策定を検討します。 

○住宅の⽴地を住宅エリア、商業業務エリアに誘導することによっ
て、⼯場や流通施設の操業環境維持を図っていきます。 

産業振興 
エリア 

〇基⼭グリーンパーク周辺及び県道本郷・基⼭線以南・国道３号以
東の市街化調整区域においては、周辺の⼯業⽤地と⼀体的な⼟地
利⽤を図るため、地区計画を⽤いながら産業⽤地等の確保を⽬指
します。 

○既存の⼯業団地と併せて町内における産業・流通の機能強化を図
るために、容積率の緩和を検討します。 
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⽥園環境ゾーン 

農地環境エリア 

○貴重な緑地空間としての役割を果たしている農地の持つ機能や役
割を持続させるために、特に農⽤地区域に指定されている農地を
中⼼に環境を保全していきます。 

○農業従事者の⾼齢化により後継者、担い⼿不⾜が問題となってい
るため、認定農業者、集落営農、新規就農者、⼥性農業者、⼀般
法⼈の農業参⼊等の意欲ある担い⼿の育成・確保に向けた取組を
⾏います。 

○近年イノシシや⿃類などといった有害⿃獣による農作物への被害
も拡⼤していることから、関係機関や地域との協⼒により、有害
⿃獣の効率的な防除への⽀援を⾏います。 

農地集落エリア 

○⾥地⾥⼭の美しい景観を損なわないように、農地等の適正な維持
管理を推進します。 

〇50 ⼾連たん制度等の開発許可制度を運⽤することにより、集落機
能の維持・活性化を図ります。 

６次産業化 
推進エリア 

○県道久留⽶基⼭筑紫野線以東の市街化調整区域は、農林業・製造
業・⼩売業との総合的かつ⼀体的な推進によって、地域資源を活
⽤した新たな付加価値を⽣み出す「６次産業化」を推進していき
ます。 

○町内で採れた農産物を加⼯する⼯場や販売所の⽴地によって、新
たな産業の創出を⽬指します。 

○６次産業化施設の誘致を推進するために、容積率の緩和を検討し
ます。 

 
森林環境ゾーン 

森林環境エリア 

○森林環境譲与税を活⽤した町森林整備事業による森林の保全を⾏
います。 

○森林の⼤切さを知る機会や森林とふれあう機会の創出による啓発
を推進します。 
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歴史⽂化ゾーン 

歴史⽂化エリア 

○市街地ゾーンや⽥園環境ゾーン内のエリアにおいては、景観に配
慮しながら、歴史資源を保全するとともに、それらを活⽤しなが
ら町の歴史⽂化を多くの⼈に感じてもらえる環境を形成していき
ます。 

○森林環境ゾーン内のエリアについては、歴史資源の保全を⾏いな
がら史跡景観に配慮した整備を⾏うことで⽂化資源としての活⽤
に努めます。 

○町内の歴史資源をより多くの⼈に発信することを⽬的に、ガイダ
ンス施設の整備場所について検討・確保を図っていきます。 
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（⼟地利⽤⽅針図） 
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容積率の緩和について 
総合計画において産業⽤地の拡⼤をまちづくりの⽅針と掲げ、流通・⼯業⽤地の確保

による企業誘致の促進を図り、新たな雇⽤創出や定住⼈⼝増につなげるとしています。
また、佐賀県の⿃栖基⼭都市計画区域マスタープランにおいて、本地域は東部地域の中
⼼都市及び佐賀県の東の⽞関⼝として、産業・研究開発、商業棟の都市機能や流通業務
機能の強化を⽬指す地域と位置付けられており、流通業務団地等の都市施設の整備など
による広域物流拠点などの形成に取り組むとされています。加えて、⿃栖インターチェ
ンジに近接する地区は、流通施設の⽴地需要や流通の⾼度化・多様化に対応するために、
広域物流拠点の形成を図るとされ、既に整備されている主要な⼯業団地は⼯業拠点とし
て機能の強化・育成を図ると明記されています。 

近隣市町の建築形態規制状況をみると、福岡県筑紫野市、⼩郡市では市街化調整区域
全域、⿃栖市では九州⾃動⾞道以南及県道久留⽶基⼭筑紫野線以東は容積率 200％とな
っており、本町の現⾏規制値（容積率 100％）では地区計画等により産業⽤地を拡⼤し
たとしても建築できる建築物の規模が限られてしまい、町のまちづくり⽅針に⽀障をき
たすため、容積率の緩和を検討します。 

容積率緩和を検討するエリアとしては、広域幹線道路である県道久留⽶基⼭筑紫野線
以東及び基⼭グリーンパークを縦断する都市計画道路⿊⾕線と県道基⼭公園線、県道基
⼭平等寺筑紫野線に囲まれた区域とします。 

 
（建築形態規制地検討位置図） 
  

⻘⾊で囲まれた区域の中の
市街化調整区域について 
容積率の緩和を検討する。 
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４−３．交通体系の⽅針 
基本的な考え⽅ 

広域交通軸と町内の各地区を結ぶ幹線道路は、町⺠の⽇常⽣活に密着した重要な移動
経路としてだけでなく、⿃栖市や筑紫野市、⼩郡市といった近隣⾃治体と本町を結ぶ主
要なアクセスルートとしての役割を担っています。 

また、⽣活道路は町⺠の⽇常⽣活に最も密着した都市基盤施設として、重要な役割を
担っています。歩⾏者・⾃転⾞・⾃動⾞が安全で安⼼して通⾏できる道路環境の整備・
改善を図ります。 

基⼭町の強みとして、近隣市町に容易にアクセスできる利便性がある⼀⽅で町内を移
動するための交通⼿段が脆弱です。コンパクトで持続可能なまちの実現に向けて、町内
の各拠点を結ぶ基幹的な公共交通軸の形成を⽬指します。 

 
４−３−１．道路の⽅針 

幹線道路 

○町⺠の⽇常⽣活や経済活動における安全で円滑な移動を確保す
るため、幹線道路の整備を計画的に推進し、道路の利便性と安
全性の向上を図っていきます。 

○⻑期未着⼿となっている都市計画道路については、課題を整理
するとともに、計画的に整備を推進していきます。 

○新規道路の整備については、道路の果たす役割、まちづくりの
将来像を踏まえ、費⽤対効果を検証しながら検討していきま
す。 

⽣活道路 

〇「基⼭町舗装維持管理計画」に基づき、⽼朽化した路⾯の舗装
を計画的に推進していきます。 

○地域の要望に応じて、幅員の狭い箇所の解消等を進めていきま
す。 
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４−３−２．歩道等の⽅針 

歩道 

○通学路については、安全な通学環境を確保するためカラー舗装
によって安全に歩くことができる環境を確保していきます。 

○歩⾏者が安全で快適に移動できる歩⾏空間を確保していきま
す。 

散策路・ 
遊歩道等 

○歴史的⾵致維持向上計画に関する整備⽅針・事業計画に従って
基肄城跡散策路整備を推進していきます。 

○町内主要箇所に歩⾏者向けの案内板を設置することによって、
まちなかへのにぎわいの誘導を図っていきます。 

 
４−３−３．公共交通に関する⽅針 

① 既存交通の維持・確保 
鉄道（JR、⽢⽊鉄道）、⾼速バスが持つ広域ネットワークにより、周辺市町への

アクセス利便性を確保するとともに、町内の移動についてはコミュニティバスなど
の町⺠の移動ニーズに応じた地域内⽣活交通の維持・確保に努めます。 

②交通結節点の利便性強化 
交通結節点へのアクセス利便性の強化や乗り継ぎ利便性の向上を図り、誰もが使

いやすい地域公共交通サービスを⽬指します。 
③新たなモビリティサービス導⼊の検討 

地域ニーズに合った地域内輸送の在り⽅として、多⽤な地域輸送資源の活⽤も踏
まえた新たな交通体系を検討します。また、⾃動運転技術の活⽤やクリーンエネル
ギーをテーマとして、将来に向けた公共交通体系の研究を⾏います。 
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（道路・交通体系図） 
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４−４．公園・緑地の⽅針 
基本的な考え⽅ 

基⼭（きざん）を主峰とする⼭林丘陵地とそれを源とする河川、農地等の豊かな⾃然
環境は、⾝近な緑を感じられる空間、環境浄化や気象緩和、災害の防⽌、多様な⽣物の
⽣息環境等の多⾯的な機能を持っています。 

これらの緑地や⽔辺の環境を今後とも保全していくとともに、⾃然景観や史跡、⽂化
財等の地域資源を活⽤し、⾃然や歴史を⾝近に感じる都市空間の形成を図ります。 

 
４−４−１．憩いの空間としての公園等の維持及び整備、⽣態系の保全 

町⺠参加による公園整備や都市緑地の在り⽅検討を図るほか、町⺠の環境美化に対す
る意識向上を図ることで、環境美化を推進していきます。 

また、町内の⼭林エリアには絶滅危惧種であるオキナグサが⾃⽣している⼀⽅で、外
来種の侵⼊による⽣態系への攪乱が問題視されていることから、⽣態系の保全について
も推進していきます。 
 
４−４−２．市街地の背景となる緑の保全 

市街地の背景をなす⼭林や農地等の緑地、河川やため池等の⽔辺は豊かな⾃然環境の
⾻格となっているばかりではなく、環境浄化や災害の被害抑制、多様な⽣物の⽣息環境、
農業⽣産基盤や⾝近なレクリエーション空間等の多⾯的な機能を持っています。 

⾃然環境を保全していくために、⼭林や農地、河川やため池等の適正な管理を推進し
ていきます。 

 
４−４−３．緑豊かな市街地の形成 

公共空間においては街路樹の維持管理と併せた緑化推進を図るほか、地区計画制度を
活⽤し、住宅地や産業団地が整備される際は、佐賀県が定める基準に従い、適切な規模
の緑地を整備します。 
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（公園・緑地⽅針図） 
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４−５．その他の都市施設の⽅針 
基本的な考え⽅ 

快適で健康的な⽣活を安全で安⼼して送るためには、⽣活環境、衛⽣、防災・防犯⾯
に対応した都市施設の整備が不可⽋です。 

特に上下⽔道は、健全な都市活動と町⺠⽣活を維持していくために⽋かせない都市施
設であるため、上⽔道については周辺市町と広域的に連携し、事業を推進していき、下
⽔道については、「基⼭町公共下⽔道全体計画」に基づいて事業を実施していきます。 

良好な町⺠サービスを提供するための公共施設については、適切な維持・管理・更新
を進めていきます。 
 
４−５−１．公共下⽔道や合併処理浄化槽の整備 

下⽔道整備計画推進のため、令和 7 年度までに基⼭汚⽔ポンプ場の整備を予定してい
ます。また、順次下⽔道整備計画区域内の整備区域を拡⼤し、令和 17 年度の下⽔道事業
完了を⽬指します。加えて、公共下⽔道計画区域に含まれていない箇所において、合併
処理浄化槽の整備・維持管理に対しての個⼈負担⽀援策を継続的に実施します。 

 
４−５−２．上⽔道の安定供給 

本町では、佐賀東部⽔道企業団により給⽔サービスが⾏われ、現在の上⽔道普及率は、
93.7%（令和４年３⽉末時点）となっています。 

佐賀東部⽔道企業団や周辺市町と広域的に連携し、⽔道施設の整備や⽔質管理を働き
かけていきます。 

 
４−５−３．公共施設の計画的な整備・更新 

「基⼭町公共施設等総合管理計画」に基づき公共施設の整備・更新を進め、公共施
設の適切な更新・管理・維持を進めていきます。 

個別施設毎の具体的な対応⽅針を定める⻑寿命化計画を策定し、その内容に基づき
計画的に修繕等を⾏います。 
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（その他都市施設⽅針図） 
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４−６．防災・防犯の⽅針 
基本的な考え⽅ 

本町では、台⾵、豪⾬、地震など多種の災害発⽣要因を内包しており、近年では、平
成 30 年７⽉の⻄⽇本豪⾬では町内の住宅２棟が全壊する被害を受けました。今後とも、
町⺠の⽣命と財産を守っていくため、防災施設の整備や防災関連備品の充実を図り、災
害に強い都市空間を確保します。 

また、犯罪は、県内では減少傾向にあるものの、⼦どもや⾼齢者等を狙った犯罪が悪
質・巧妙化しています。このため、災害と同様に町⺠の⽣命と財産を犯罪から守り、安
⼼して毎⽇の⽣活を送ることができるように、防犯に配慮した施設の整備や維持管理等
を進めていきます。 

 
４−６−１．災害に強い都市空間の確保 

⾃然災害等から町⺠の⽣命と財産を守るため、今後とも防災施設の整備を図り、災害
に強い都市空間を確保していきます。 

⾃然災害に対しては、『基⼭町地域防災計画』や『基⼭町⽴地適正化計画』での防災
指針の記載内容に基づき、住⺠を円滑に避難させるための対策や治⼭・砂防施設の整備
推進を進めていきます。 

また、町内を流れる河川については、浚渫や護岸⼯事の推進により激甚化する災害へ
の対応を進めていきます。 

 
４−６−２．防犯に配慮した環境整備の推進 

全ての⼈が安⼼して暮らせるようにするためには、犯罪の起こりにくい環境を整備す
ることが重要です。 

そのため、既に設置している防犯灯や防犯カメラの維持管理を進めるほか、地域での
⾒回り活動や定期的な巡回パトロールの強化を⾏います。 

そのほか、警察との連携による危険箇所についての情報共有や出前講座の実施によっ
て防犯対策に努めます。 
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（防災・防犯⽅針図） 
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４−７．都市環境・景観の⽅針 
基本的な考え⽅ 

本町は、基⼭（きざん）を主峰とする緑豊かな⼭林丘陵地、歴史ある⽂化財が点在する
のどかな⽥園⾵景に囲まれた快適な環境を持つ都市として、他に誇るべき環境や景観を有
しています。 

基⼭らしさのあふれる景観を保全し創造していくため、町⺠と⾏政が協働して基⼭町な
らではの環境や歴史、⽂化等の景観資源を活かした⽣活空間づくりを進めていきます。 

また、「基⼭町環境基本計画」に基づき、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的
に推進していきます。 

 
４−７−１．省エネルギー、再⽣可能エネルギーの推進による低炭素社会の実現 

地球温暖化を防ぐための対策として、消費電⼒の低減や温室効果ガス（⼆酸化炭素等）
の排出抑制などが挙げられますが、これらを町全体で進めていくことが重要です。 

そのため、家庭や庁舎等における「緑のカーテン」の設置推進や、公共施設等への再
⽣可能エネルギーの導⼊推進、庁⽤⾞の電気⾃動⾞等への計画的な更新によって環境負
荷の軽減を図ります。 

また、エネルギー問題や環境問題に対処するため、太陽光発電システムの導⼊を進め、
新たな再⽣可能エネルギーの情報を提供し、普及啓発を促進します。 

 
４−７−２．基⼭町の歴史、⽂化が感じられる美しい都市景観の形成 

本町の景観は、コンパクトな市街地の後背にのどかな⽥園と緑豊かな⼭林丘陵地が広
がっていることが⼤きな特徴となっています。 

そのほかにも、基肄城跡や⻑崎街道などの歴史資源も有しており、これらを保全する
ことが本町の景観を保全するうえでも重要となっています。 

さらに、『基⼭町歴史的⾵致維持向上計画』の⽅向性に基づき、歴史的建造物の保全
や周辺エリアにおける景観の保全を図ります。 
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４−８．⼈にやさしいまちづくりの⽅針 
基本的な考え⽅ 

全国的に⾼齢社会が進展している中、本町においても⾼齢化が進⾏しております。 
また、障がいのある⼈も無い⼈も、ともに良好な⽣活を送っていくためには、障がい

のある⼈が社会活動に参加しやすい環境を整えていく必要があります。 
国のハートビル法や交通バリアフリー法の制定に伴い、本町ではこれまでも公共建築

物や道路等の公共施設のバリアフリー化を進め、施設利⽤に当たっての障壁を除去する
よう努めてきました。 

今後とも、誰もが安全で安⼼して訪れ住むことのできる、⼈にやさしいまちを実現さ
せていくために、新たな施設の整備や既存施設の更新時においてバリアフリー化を進め
ていきます。 

 
４−８−１．各種公共施設のバリアフリー化の推進 

道路や公園等多くの⼈が訪れる公共施設や拠点となる場所は、全ての⼈が安全で安⼼
して利⽤できることが重要です。 

このため、これらの新規整備や更新に際しては、年齢や性別、障がいの有無や度合い
に関わらず、誰もが使えるユニバーサルデザインの考え⽅に基づき、バリアフリー化を
進めていきます。 

また、⾝体に重度の障がいを持っている⼈の⽇常⽣活を容易にするための環境形成を
進めていきます。 
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第５章 まちづくりの地域別⽅針 

地域別⽅針は、将来のまちの姿やまちづくりの部⾨別⽅針を受けて、地域の位置づけ
等を踏まえて、「地域づくりの⽬標」、「整備⽅針」、「整備⽅針図」によって地域づくり
の⽅向性を⽰します。 

この⽅針は、地域住⺠が⾝近なまちづくりの⽬標を共通の認識を持って進めていくた
めに活⽤します。 

地域別⽅針の地域区分に当たっては、地形上のつながりや地域活動の⼀体性を考慮し
て 3 つの地域に区分します。 

 
 
 
（地域区分図） 
  

⻘字：前回計画を引き継いだ内容 

地域１：けやき台等良好な住環境が形成さ
れた地域です。 

地域２：住宅地、⼯業地、商業地のある⼈
⼝の約５割が居住する地域です。 

地域３：本町の豊かな⾃然や歴史環境
がある地域です。 
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５−１．地域１における⽅針 
５−１−１．地域１の特性 

地域１は町の北東部に位置し、けやき台等⽐較的新しく開発された団地を有していま
す。 

地区の北側に九州⾃動⾞道基⼭ PA があり、その中に九州最⼤級の⾼速バス停留所で
ある⾼速基⼭停留所があります。 

地区の中央を国道３号が通っており、沿道においては⾃動⾞の利便性に寄与する施設
が⽴地しています。 

⼈⼝動向を⾒ると、⼈⼝そのものは減少している⼀⽅で⽼年⼈⼝や⾼齢化率は増加傾
向にあります。将来的には他地区と⽐較して最も⾼齢化率が⾼い地区となる⾒込みです。 

住⺠意向としては、上⽔道や住環境、ゴミ収集・処理環境については満⾜度が⾼い⼀
⽅で、魅⼒ある中⼼市街地の形成や⽇⽤品の買い物の便利さ、利⽤しやすいコミュニテ
ィバスの整備状況については満⾜度が低くなっています。 

  
地域１において満⾜度が⾼い指標 地域１における⼈⼝動向 

地域１において満⾜度が低い指標 

出典：住⺠基本台帳
出典：基⼭町都市計画マスタープラン策定にあたっての町⺠アンケート 
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５−１−２．地域別懇談会の意⾒ 
令和４年１⽉に地域別懇談会を実施し、各地域の住⺠に基⼭町のまちづくりについて

意⾒の聴取を⾏いました。地域１の主な意⾒は以下の通りです。 
 

良いと思う点 

・成熟した住環境で、コミュニティも良好 
・⾼台になっており、⽔害の⼼配もない 
・緑と宅地のバランスが良い 
・JR の駅があり、総じて交通の利便性が⾼い 

悪いと思う点 

・空き家の売り出しがされているが、築年数が経っており若い世代
が買いたいとは思えない 

・歳を取ったらプラスの出費が無くまちなかに移住できる⽣活環境
があれば良い 

・住宅を建てられる場所、⽤地が少ない 
・買い物施設が無く不便 
・駅前に商業施設が無くなり、魅⼒がなくなっている 
・今ある道の整備をしてほしい 

 
５−１−３．地域 1 の課題 
【課題①】若者世代の移住定住の推進が必要 

地域１は良好な住環境を形成している⼀⽅、⽼朽した空き家が⽴地している箇所があ
ります。 

そのほか、宅地需要が⾼い⼀⽅で、その需要に⼗分に対応できる⽤地が無いことから、
⽼朽空き家の除却を推進するほか、必要に応じて住宅⽤地を確保しながら若者世代の移
住定住を促進する必要があります。 
【課題②】JR けやき台駅周辺の⽇常⽣活利便性の向上が必要 

地域の拠点となる JR けやき台駅周辺においては、商業施設があまり⽴地していないた
め、⽇常⽣活に必要な機能の集積を図る必要があります。 
【課題③】良好な住環境の維持が必要 

住宅エリアの周辺に⽴地する緑を保全するほか、交通安全施設の整備などによって既
に形成されている良好な住環境を維持する必要があります。 
 
５−１−４．地域づくりの⽬標 

地域１における課題をふまえ、地域１におけるまちづくりの⽅針を以下の通り設定し
ます。 

 
（１）若者世代の移住定住の促進 
（２）JR けやき台駅周辺の⽇常⽣活利便性の向上 
（３）良好な住環境の維持
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５−１−５．整備⽅針 
地域１におけるまちづくりの⽅針を、［拠点］、［⼟地利⽤］、［道路・交通軸］、［⾃然

環境］の４つの分野に設定します。 
【拠点】 
（⽣活交流拠点） 

JR けやき台駅周辺においては、⽇常⽣活に必要な機能の集積を図り、周辺の住宅地の
さらなる住環境の向上を図るほか、多世代が交流できる施設を活⽤し、地域交流の活性
化を推進します。 
（広域交通拠点） 

⾼速基⼭停留所を気軽に利⽤できるようにするため、町内各所から⾼速基⼭停留所に
容易にアクセスできる環境形成を進めます。また、基⼭ PA においての町の情報発信を
積極的に⾏っていきます。 

 
【⼟地利⽤】 
（市街地ゾーン） 

住宅エリアにおいては、住宅としての利⽤を基本とし、空き地、空き家を有効に活⽤
しながら移住定住の促進を図っていきます。⽼朽空家については補助制度を活⽤しなが
ら除却を推進し、ゆとりある良好な住環境の形成を⽬指します。 

また、⽩坂地区地区計画による建築物の⽤途制限等を継続することにより、良好な住
環境を⽬指します。 

商業業務エリアにおいては、⽇常⽣活に必要な機能の集積を図り、周辺の住宅地のさ
らなる住環境の向上を図ります。 

沿道商業エリアについては、⾃動⾞利⽤を⽬的とした商業施設の集積を図り、住宅の
⽴地については住宅エリアへの誘導を図ります。 

新市街地エリアにおいては、地区計画による宅地整備を検討し、移住定住の促進を図
っていきます。 
（⽥園環境ゾーン） 

農地環境エリアについては、農地の持つ機能や役割を持続させるために、特に農⽤地
区域に指定されている農地を中⼼に環境を保全していきます。 

６次産業化推進エリアについては、６次産業化施設の誘致を推進するために容積率の
緩和を検討します。 
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【道路・交通軸】 
町道三国・丸林線の改良⼯事を推進し、地域内の利便性向上を⽬指します。 
⽣活道路については、ラバーポールなどの交通安全施設や道路改良等によって、歩⾏

者が安全に通⾏できる環境を⽬指します。 
 

【⾃然環境】 
「基⼭町環境基本計画」に基づき、豊かな⾃然環境を保全するための施策を推進しま

す。 
地域内を流れる河川の⽔質保全を図るため、定期的な⽔質検査を実施します。また、

公共下⽔道計画地域内や宝満川流域下⽔道の下⽔道幹線等整備推進や下⽔道未整備地域
の合併処理浄化槽の設置及び維持を推進します。 
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 地域１のまちづくり⽅針図 
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５−２．地域２における⽅針 
５−２−１．地域２の特性 

地域２は町の南東部に位置し、中⼼⽣活拠点のほか、⾏政機能拠点、⽂化交流拠点の
3 拠点が近距離に⽴地しており、各拠点の回遊性を図る必要があります。 

中⼼市街地である基⼭駅周辺においては、町⺠が⽇常的に利⽤できる施設の集積によ
って、さらなる魅⼒向上を⽬指す必要があります。 

地区の南側は多くの⼯場が⽴地しており、今後も町の経済発展や雇⽤を維持・拡⼤し
ていく必要があります。 

⼈⼝動向を⾒ると、全世代の⼈⼝が増加傾向にあり、移住定住施策によって多くの⼈
が地域２に移り住んでいることがわかります。 

住⺠意向としては、⽇⽤品の買い物の便利さや上下⽔道の整備に関する満⾜度が⾼い
⼀⽅で、利⽤しやすい中⼼市街地の形成や利⽤しやすいコミュニティバスの形成、街路
樹などの整備については満⾜度が低い結果となっています。 

  
地域２における⼈⼝動向 地域２において満⾜度が⾼い指標 

地域２において満⾜度が低い指標 

出典：住⺠基本台帳 
出典：基⼭町都市計画マスタープラン策定にあたっての町⺠アンケート
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５−２−２．地域別懇談会の意⾒ 
令和４年１⽉に地域別懇談会を実施し、各地域の住⺠に基⼭町のまちづくりについて

意⾒の聴取を⾏いました。地域２の主な意⾒は以下の通りです。 
 

良いと思う点 

・住環境がよく、適当な⽥舎感が良い 
・駅に近く、便利な環境 
・耕作放棄地が少なく、稲作がされていた箇所も⼤⾖畑に転⽤され

ている 

悪いと思う点 

・東⻄幹線が朝⼣渋滞する（国道 3 号への接続の改善） 
・地区によっては危ない道路が多い 
・農地の形状が悪く、後を継ぐ⼈がいない 
・⾼齢者はバス停留所までの距離があり⼤変 
・地元で働けるよう、学⽣に就職先をあっせんしたり、雇⽤を増や

していく必要がある 
 

５−２−３．地域２の課題 
【課題①】JR 基⼭駅周辺の求⼼⼒向上が必要 

町の中⼼拠点である基⼭駅周辺の魅⼒を向上させるためには、利便施設を維持・集積
し、周辺エリアの⾼度利⽤を推進する必要があります。 
【課題②】３拠点の連携によるにぎわい創出が必要 

地域２には中⼼⽣活拠点と⾏政機能拠点、⽂化交流拠点の３つの拠点があり、拠点間
の回遊性を向上することでにぎわいを創出する必要があります。 
【課題③】流通・⼯業⽤地の集積による経済発展・雇⽤創出が必要 

地域２の東側は町の経済を⽀える⼯業・流通機能が集積しており、これらの環境を維
持・発展させる必要があります。 
 
５−２−４．地域づくりの⽬標 

地域２における課題をふまえ、地域 2 におけるまちづくりの⽅針を以下の通り設定し
ます。 

 
（１）JR 基⼭駅周辺の求⼼⼒向上 
（２）３拠点の連携による回遊性向上・にぎわい創出 
（３）流通・⼯業⽤地の集積による経済発展・雇⽤創出 
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５−２−５．整備⽅針 
地域２におけるまちづくりの⽅針を、［拠点］、［⼟地利⽤］、［道路・交通軸］、［⾃然

環境］の４つの分野に設定します。 
【拠点】 
（中⼼⽣活拠点） 

JR 基⼭駅周辺においては、町の中⼼部として必要な機能のほか、業務施設の集積を図
り、⾼度利⽤を推進します。 

その他、モール商店街等の商業施設の賑わいを創出するため、中⼼市街地活性化のた
めの事業を推進していきます。 
（広域交通拠点） 

JR 基⼭駅の利便性向上を図るため、駐輪場やバス停留所の機能向上など⾃家⽤⾞以外
でも利⽤しやすい環境形成を図っていきます。 

また、休憩施設や電⼦看板を活⽤し、交流や町の情報発信を継続して実施します。 
（⾏政機能拠点） 

基⼭町役場や保健センターなどの機能充実を図るほか、必要に応じた施設の維持管理
を進めていきます。 

また、JR 基⼭駅までの区間の公共交通利便性の向上や歩⾏環境の形成により、拠点間
の回遊性向上を⽬指します。 
（⽂化交流拠点） 

基⼭町⽴図書館や基⼭町福祉交流館など、交流施設としての機能充実を図るほか、必
要に応じた施設の維持管理を進めていきます。 

また、JR 基⼭駅までの区間の歩⾏環境形成により、拠点間の回遊性向上を⽬指します。 
 

【⼟地利⽤】 
（市街地ゾーン） 

住宅エリアにおいては、住宅としての利⽤を基本とし、住宅と商業、業務系⽤途の建
物との共存を適正に誘導することで、移住定住の促進を図っていきます。⽼朽空家につ
いては補助制度を活⽤しながら除却を推進し、ゆとりある良好な住環境の形成を⽬指し
ます。 

商業業務エリアにおいては、⽴地適正化計画で位置づけた誘導施設や業務機能の集積
を図るほか、⾼度利⽤を推進し、若者世代・⼦育て世代の移住定住促進を図ります。 

沿道商業エリアについては、⾃動⾞利⽤を⽬的とした商業施設の集積を図り、住宅の
⽴地については住宅エリアへの誘導を図ります。 

新市街地エリアにおいては、地区計画による宅地整備を検討し、移住定住の促進を図
っていきます。 
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（産業ゾーン） 
地域東部にある産業エリアにおいては、産業・流通機能のさらなる活性化を図るため、

良好な産業⽤地としての整備を図っていきます。 
また、地区計画などの制度も活⽤しながら、産業⽤地としての基盤整備を進めるほか、

町内の産業振興を⽬指す観点から、容積率の緩和も検討していきます。 
（森林環境ゾーン） 

森林環境エリアについては、町森林整備事業による森林の保全を⾏います。 
（歴史⽂化ゾーン） 

歴史⽂化ゾーンについては、『基⼭町歴史的⾵致維持向上計画』に基づき、周辺環境
に配慮しながら事業を進めていきます。 

 
【道路・交通軸】 

都市計画道路⽜会・⼋ツ並線の改良⼯事を実施し、地域内の利便性向上を⽬指します。 
⽣活道路については、ラバーポールなどの交通安全施設や道路改良等によって、歩⾏

者が安全に通⾏できる環境を⽬指します。 
 

【⾃然環境】 
「基⼭町環境基本計画」に基づき、豊かな⾃然環境を保全するための施策を推進しま

す。 
地域内を流れる河川の⽔質保全を図るため、定期的な⽔質検査を実施します。また、

公共下⽔道計画地域内や宝満川流域下⽔道の下⽔道幹線等整備推進や下⽔道未整備地域
の合併処理浄化槽の設置及び維持を推進するほか、定期的な⽔質検査を実施します。 
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地域２のまちづくり⽅針図 
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５−３．地域３における⽅針 
５−３−１．地域３の特性 

地域３は町の⻄部に位置し、地域の⼤半が⼭林となっています。 
地域内には基肄城跡、⼤興善寺や荒穂神社などといった歴史資源が多数あり、これら

の歴史資源を保全するための取り組みがされています。 
平野部においては農地が広がっており、後背の⼭林と併せて基⼭町の良好な⾃然環境

が形成されているほか、観光農園が⽴地しています。 
⼈⼝動向を⾒ると、全世代の⼈⼝が減少している⼀⽅で⾼齢化率は増加傾向にありま

す。 
住⺠意向としては、ゴミ収集・処理環境の整備状況や保育施設などの⼦育て環境、⽇

⽤品の買い物の便利さについて満⾜度が⾼い⼀⽅で、下⽔道の整備や魅⼒ある市街地の
形成、上⽔道整備について満⾜度が低い結果となっています。 

  
地域３における⼈⼝動向 地域３において満⾜度が⾼い指標 

地域３において満⾜度が低い指標 

出典：住⺠基本台帳
出典：基⼭町都市計画マスタープラン策定にあたっての町⺠アンケート 
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５−３−２．地域別懇談会の意⾒ 
令和４年１⽉に地域別懇談会を実施し、各地域の住⺠に基⼭町のまちづくりについて

意⾒の聴取を⾏いました。地域３の主な意⾒は以下の通りです。 
 

良いと思う点 

・観光農園が⽴地したが、このような動きを進めると、地区の環境
は更に良くなる 

・基肄城跡や⼤興善寺などの地域内の歴史資源があるので、これら
をより活⽤できれば良い 

悪いと思う点 

・集落に⼊る道が狭く、救急⾞が⼊ることができないところがあ
る。 

・地域内は休耕⽥だらけ。他の作物をつくるための企業誘致をして
ほしい。 

・農業従事者の⾼齢化が進んでいるが、農地へのアクセス性が悪
く、ほかの⼈に⽥や畑を任せられない。 

 
５−３−３．地域３の課題 
【課題①】観光農園や⼤規模農業企業の誘致による農業の活性化が必要 

農地を保全し、農業の活性化を進めていくためには、観光農園や⼤規模農業企業の誘
致を推進していく必要があります。 
【課題②】歴史資源の保全による魅⼒形成が必要 

地域内に点在する歴史資源をより多くの⼈に発信するためには、歴史資源の周辺エリ
アも含めて保全・活⽤を図っていく必要があります。 
【課題③】都市基盤の整備による集落環境の向上が必要 

地域内に居住する⼈の利便性を確保するためには、必要に応じて道路や上下⽔道とい
った都市基盤の整備を進めていく必要があります。 
 
５−３−４．地域づくりの⽬標 

地域３における課題をふまえ、地域３におけるまちづくりの⽅針を以下の通り設定し
ます。 

 
（１）観光農園や⼤規模農業企業の誘致による農業の活性化 
（２）歴史資源の保全による魅⼒形成 
（３）都市基盤の整備による集落環境の向上 

 
  



116 
 

５−３−５．整備⽅針 
地域３におけるまちづくりの⽅針を、［⼟地利⽤］、［道路・交通軸］、［集落環境］の

３つの分野に設定します。 
【⼟地利⽤】 
（市街地ゾーン） 

住宅エリア（新市街地エリア）においては、地区計画による宅地整備を検討し、移住
定住の促進を図っていきます。 
（産業ゾーン） 

地域中央部および地域南部に位置する産業エリアにおいては、⼯場・流通機能の更な
る活性化を図るため、良好な産業⽤地としての整備を図っていきます。 

また、地区計画などの制度も活⽤しながら産業⽤地としての基盤整備を進め、産業振
興エリアにおいては、併せて産業振興のために容積率の緩和を検討します。 
（⽥園環境ゾーン） 

農地環境エリアについては、担い⼿の育成・確保に向けた取り組みや、遊休農地の活
⽤、体験農園整備を⾏いながら、農地環境を保全していきます。 

農地集落エリアについては、農地等の適切な維持管理を⾏うほか、集落における住環
境の維持を図っていきます。 

６次産業化推進エリアについては、６次産業化施設の誘致を推進するために容積率の
緩和を検討します。 

また、国の指定を受けた７地区の棚⽥地域等の保全を図ります。 
（森林環境ゾーン） 

森林環境エリアについては、町森林整備事業による森林の保全を⾏います。 
（歴史⽂化ゾーン） 

歴史⽂化ゾーンについては、『基⼭町歴史的⾵致維持向上計画』に基づき、基肄城跡
などの歴史資源を保全・活⽤による拠点形成を図るほか、⾃然・歴史資源を活かした散
策路の整備を検討します。 

 
【道路・交通軸】 

都市計画道路⿊⾕線の未整備区間について整備を検討します。 
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【集落環境】 
地域の伝統⽂化を継承していくために、今後も地域活動の⽀援を継続的に⾏っていき

ます。 
また、公共下⽔道事業や合併浄化槽整備を推進することによって、地域の⽣活利便性

向上を図ります。 
加えて、地域における福祉環境の向上のために、⽼⼈福祉施設の整備を検討します。 
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 地域３のまちづくり⽅針図 
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第６章 実現化⽅策 

６−１．まちづくりの実現に当たっての基本的な考え⽅ 
まちづくりの本来の⽬的は、あらゆる⼈々にとって安全、快適で美しい空間づくりを

していくことであり、⼈々が愛着⼼や満⾜感を持って永続的に活動することにあります。 
このようなまちづくりを実現するためには、公共空間のみならず町⺠や事業者の所有

する空間も⼤きく関わるため、町⺠や事業者の理解と協⼒が不可⽋です。 
このため、町⺠、事業者、⾏政のあらゆる主体がまちづくりの⽅向性を共有し、互い

の主体性を尊重して⾃らの責任と役割を認識しながら実現に向けて取り組むことを基本
とします。 

 
 
  

⻘字：前回計画を引き継いだ内容 
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６−２．まちづくりの実現に当たっての取組 
６−２−１．計画的な事業実施 

都市計画マスタープランは、おおむね 20 年後の都市像を描いたものであり、それを実
現するためには多岐にわたる事業を展開していかなければなりません。 

そのため、⻑期的かつ段階的な視点に⽴って、効率的な事業展開のための事業計画を
策定し、それに従って整備を進めていきます。 

また、限られた財源の中で事業を推進するために、事業の緊急性、投資効果、波及効
果、他事業や他都市との連携等を踏まえることが必要です。このため、多様な視点から
優先順位を検討し、計画的に事業を推進します。 

さらに、これらの内容や進捗状況等の情報は、町⺠や事業者へ公開します。 
 

６−２−２．都市計画決定への反映 
都市計画マスタープランは、都市の将来像を実現していくための基本⽅針です。 
個々の施策や事業の推進に当たっては、本町の総合計画や県の都市計画区域マスター

プラン等の上位計画との整合を図りながら、都市計画マスタープランの⽅針に基づき町
⺠や事業者の企画提案や理解と協⼒を得ながら、社会経済情勢や地域状況の変化等にも
的確に対応しつつ、適切に決定や変更をします。 

 
６−２−３．協働のまちづくり事業の実施 

町⺠主体のまちづくりの基本理念とし、まちづくりを協働により進めていく基本的な
ルールを定め、町⺠をはじめ事業者、議会、町の責務を明らかにすることで、町⺠が主
体となる⾃治の実現を⽬的として、平成 23 年 4 ⽉に「基⼭町まちづくり基本条例」を制
定しました。 

まちづくりの取組は、「基⼭町まちづくり基本条例」の規定に従い、広く情報公開し、
町⺠に提案や理解と協⼒を求め実施します。 
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６−２−４．協働のまちづくりを⽀える仕組みづくり 
（１）情報の発信収集 

将来のまちの姿やその実現に向けての取組について、町⺠、事業者、⾏政それぞれ
で情報を共有する必要があります。 

   そのため、「基⼭町まちづくり基本条例」の規定に従い、町⺠参加を保障するため、
パブリックコメント、アンケート調査、説明会等を実施するなど町⺠が意⾒等を提案
できるよう、重要な計画の趣旨や内容等について情報を提供します。 

   
（２）横断的な取組の推進 

都市整備を効果的かつ効率的に進めていくためには、公共施設の配置等の各種の施
策を総合的に調整し、推進していくことが必要です。 

そのため、庁内関係各課が連携して、事業の進⾏をチェックしながら問題に対処し、
事業の評価や改善等を⾏います。 

 
（３）隣接⾃治体等関係機関との連携 

国道や県道の安全対策、河川整備等については、国、県、隣接⾃治体との連携を強
化していくとともに、本町の施策への協⼒を要請します。 

また、市街地、道路、河川、農地や⾃然環境の保全のあり⽅について、隣接⾃治体
と⾏政界を超えた密接な連携を図り、調和のとれたまちづくりを進めます。 
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